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判示事項

　航行区域が平水区域とされている船舶は、商法842条の船舶に該当しない。
　退職金債権等が一般的に商法842条 7 号の債権に該当するとしても、その範囲
は、船舶への乗船ないし航海に関する部分に限定され、さらに、乗船ないし航海
の中でも、先取特権の目的物となる特定の船舶に関する部分に限定されると解す
るのが相当である。

Ⅰ　事実の概要

　本件は、各船舶の各共有持分90／100をそれぞれ有する X（独立行政法人鉄道建

設・運輸施設整備支援機構）が、本件各船舶につきなされた広島地方裁判所平成24
年（ケ）第106号船舶競売事件（以下「本件競売事件」という）において作成された
配当表につき、船員 Y らについて商法847条 7 号に規定する船舶先取特権を有し
ないにもかかわらず、これを有する債権者と認めた上で、記載された各配当実施
額等に異議があるとして、民事執行法90条 1 項（同法189条で準用する同法121条に

より準用）に基づく配当異議の訴えである。
　訴外 A 株式会社は、船舶による荷客運送業等を業とする海運業者であったが、
平成24年 4 月16日、広島地方裁判所において破産手続開始決定がなされ、破産管
財人が選任された。X は、共有建造業務の一環として、平成15年 2 月 5 日、船舶
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αを平成15年 2 月 5 日に、船舶β（以下、両船舶をまとめて「本件各船舶」という）

を平成17年 3 月 5 日に、A 社と共同建造して、共有し（船舶α及びβいずれの持分

につき、それぞれ A 持分10／100、X 持分90／100）、各船舶を A 社に使用させ、船
舶使用料を徴収していた。なお、本件各船舶は A 社事務所所在地である広島県
江田島市の三高港と広島市南区の広島港（宇品港）の間を結ぶ航路を往復してい
たカーフェリーであり、本件各船舶の上記航路は、船舶安全法施行規則 1 条 6 項
に規定する平水区域に位置していた。また、本件各船舶の船舶検査証書（船舶安

全法 9 条 1 項）並びに A 社が中国運輸局長に提出した一括届出許可申請書及び船
員名簿においても、本件船舶の航行区域は「平水区域」と定められていた。
　Y らは、A 社に雇用され、本件各船舶に乗り込んでいた船員であるが、平成
24年 3 月31日付けで全員解雇された。なお、A 社は、平成23年 3 月16日付けで、
対象期間を平成23年 4 月 1 日から平成25年 3 月31日までの 2 年間として、本件各
船舶につき、船員法施行規則22条に基づく一括届出の許可を受けていた。
　Y らは、平成24年 3 月29日、広島地方裁判所に対し、Y らが A 社に対して有
する退職金債権、平成21年度ないし平成23年度の未払賃金に係る債権並びに未消
化有給精算額及び未消化休日精算額にかかる債権を被担保債権として、商法842
条 7 号の船舶先取特権に基づき、X 持分を含む本件各船舶全体に対して船舶競売
の申し立てを行い、平成24年 4 月 2 日、広島地方裁判所は船舶競売開始決定（以

下「本件競売開始決定」という）をした。
　その後、平成24年 6 月 8 日、X 及び A 社破産管財人 B は、本件競売開始決定
に対し、船舶先取特権の不存在等を理由として執行異議の申立てを行ったため、
本件競売事件が停止された。X 及び B は、同月19日、広島地方裁判所に対して、
本件競売事件の取消しを申立て、X は、同年 7 月10日、民事執行法189条によっ
て準用される同法117条 1 項に基づく保証を提供した。広島地方裁判所は、同月
17日、本件競売事件の手続中、配当等の手続を除きこれを取り消す旨の決定を行
った。
　Y らは、A 社破産管財人 B に対する、A 及び Y らが所属する労働組合（全日

本海員組合、以下「海員組合」という）との平成24年 2 月28日付け協定書に基づく
臨時手当（賞与）に係る債権の存在を主張して、平成24年 5 月 9 日、本件競売事
件について広島地方裁判所に対し配当要求をしている。これに対し、X 代理人
は、Y らに対する各配当は何れもその全額について不当である旨異議申出をし、
本件訴訟を提起した。
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Ⅱ　判決要旨

請求認容
（ 1 ）　本件各船舶の海商法上の「船舶」該当性
　「本件各船舶は、商法842条の『船舶』に該当しない。その理由は、次に述べる
とおりである。
　商法684条 1 項は、商法の適用を受ける船舶の要件として、『航海の用に供する
もの』と定めている。一方、商法569条は、陸上運送の範囲を『陸上又は湖川、
港湾』と定めているから、同範囲の航行は、上記『航海』に含まれないと解する
のが相当である。
　次に、商法569条の『陸上又は湖川、港湾』の範囲については、商法施行法122
条が国土交通省令に委任しているところ、この委任を受けた『商法施行法第122
条ノ規定ニ依ル湖川、港湾及沿岸小航海ノ範囲ニ関スル件』（明治32年逓信省令第

20号）の 1 項は『湖川、港湾ノ範囲ハ平水航路ノ区域ニ依ル』と定め、『平水航
路』は、船舶安全法附則37条により、平水区域とされている。したがって、平水
区域は、『湖川、港湾』に該当し、同区域を航行する船舶は、商法684条の船舶
に該当せず、ひいては842条の船舶にも該当しない。
　 …… Y らは、商法684条の海は社会通念上の海で足り、本件各船舶は社会通
念上の海を航路としていたから、商法上の船舶に当たる、また、仮に商法684条
にいう船舶に該当しないとしても、個別の条文ごとに適用の有無を検討すべきで
あり、商法842条は適用されると主張する。
　しかしながら、……船舶先取特権は公示方法なくして船舶抵当権に優先するも
のとされているところ（商法849条）、船舶先取特権を広く認めることは、船舶抵
当権者の利益を害し、ひいては船舶所有者が金融を得るのを困難にするものであ
るから、商法842条の船舶先取特権が認められる範囲は厳格に解釈すべきと考え
られ（最高裁昭和59年 3 月27日第三小法廷判決・裁判集民事141号435頁も同趣旨と解さ

れる。）、『社会通念上の海』という概念によって船舶先取特権の範囲を拡大する
ことは相当ではないからである。
　さらに、平水区域は、年間を通じて比較的静穏で、地理的には陸岸により囲ま
れていて、その開口は直接外海に面して大きく開いていないことなどの波や風の
影響が少ない水域と認められるため、そのような船に関する船員等の有する債権
について、船舶先取特権により、一般の労働債権と比較して特別の保護を与える
実質的な理由が認められないからである。
　以上のとおりであり、Y らは、商法842条 7 号に規定する船舶先取特権を有し
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ないので、これが存在することを前提とする本件競売事件において Y らが受領
すべきとされた配当実施額等及び配当手数料の全額について、受領する資格を有
しない。」

（ 2 ）　船舶先取特権の被担保債権としての船員労働債権の範囲
　「退職金債権等は、商法842条 7 号の債権に該当すると認められる。その理由は
次のとおりである。
　退職金債権等の発生原因は、雇用契約であると認められるところ、商法842条
7 号は、船舶先取特権の被担保債権を『雇傭契約』によって生じた債権と明記し

ているから、その対象から退職金債権等を一般的に除くことは、条文の文言に反
する解釈であるといわざるを得ない。
　X は、退職金債権等を除く趣旨で、商法842条 7 号の『雇傭契約』は、明治23
年に制定された商法（明治23年法律第32号）849条 1 項 5 号が規定する『雇入契
約』と同義であると主張する。
　しかしながら、『雇入契約』と『雇傭契約』の効果に上記のような違いがある
のであれば、明治32年の改正後の商法（明治32年法律第48号。以下『旧商法』とい

う）680条 7 号（現在の商法842条 7 号と同じ。）において『雇傭契約』へと文言が
変更されたことは、退職金債権等を含める趣旨との解釈を裏付けるものというこ
とができる。
　X は、①明治32年当時、船員の雇用の実態は雇入契約の形態しか存在しなかっ
たこと、②旧商法への改正にあたって、『雇入契約』から『雇傭契約』へと文言
を変更するための実質的な議論がされていないことからすると、商法842条 7 号
にいう『雇傭契約』は『雇入契約』のことであって、一般の雇用契約と同義に解
することは、立法者意思を逸脱する解釈であると主張する。
　しかしながら、……旧商法への改正時に、立法者は『雇入契約』が『雇傭契
約』に当たることを想定していたとはいえるものの、民法においては船員以外に
ついても使用されていた『雇傭契約』という文言を使用したのであるから、立法
者が民法上の意味での『雇用契約』に基づく債権を排除する意思であったとまで
は認められず、雇用契約と同義に解することが立法者意思の逸脱であるとはいえ
ない。
　そして、……『雇傭契約』を民法上の雇用契約と同義に解する場合、賃金が商
法842条 7 号の債権に該当することは明らかであるところ、退職金債権等が賃金
の後払いとしての性質を有することは否定し難いから、退職金債権等を、商法
842条 7 号の債権から一律に除外する理由があるとは認められない。
　……退職金債権等が一般的に商法842条 7 号の債権に該当するとしても、その
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範囲は、①船舶への乗船ないし航海に関する部分に限定され、さらに、②乗船な
いし航海の中でも、先取特権の目的物となる特定の船舶に関する部分に限定され
ると解するのが相当である。
　商法842条 7 号の船舶先取特権は、債務者の全財産ではなく特定の物について
成立する担保権であることから、被担保債権と目的物である船舶との牽連性が求
められる。本号の発生原因として乗船ないし航海の事実は不可欠であると解され
るところ、その趣旨からすれば、乗船ないし航海に関する部分ではない部分につ
いては、先取特権を認める理由を欠く。
　……旧商法において、『雇傭契約』へと文言が変更され、また、その際、『最後
の雇入期間中』生じた債権とされていたのが単に『雇傭契約』により生じた債権
となって時期の限定がなくなったが、その改正の理由は、……船舶先取特権の被
担保債権を最後の航海より生じた債権に限定するのではなく、航海の前後を問わ
ず航海より生じた債権につき拡大する趣旨であると認められる。そうであれば、
航海と無関係に生じた債権にまで拡大する理由は見当たらない。
　そして、……商法842条の船舶先取特権が認められる範囲は厳格に解釈すべき
であるから、特定の船舶への乗船ないし航海に関して発生したものではない債権
を被担保債権とすることはできない。
　本件の場合、Y らの主張する退職金債権等が仮に存在するとしても、……特定
の船舶についての乗船ないし航海に関する部分とそうではない部分とが区別でき
ないので、商法842条 7 号に該当する被担保債権とは認められない。」

Ⅲ　評釈

　判旨の一部に疑問があり、結論に反対する。

1 ．はじめに
　本判決は、従前、海商法及び船主責任制限法等が適用される船舶の範囲につい
て、学説及び裁判例が分かれていたところ、船舶先取特権に関する規定に関し、
平水区域のみを航行区域とする船舶については適用を否定した初めての下級審裁
判例として意義を有する。加えて、従来、船員の退職金債権が船舶先取特権の被
担保債権として認められるか、そして、その範囲について裁判例上いくつか争わ
れているが、本件は、傍論ではあるものの、退職金債権等は被担保債権に含まれ
るとしつつ、その範囲は乗船期間等と判断した一事例として、また同一の船舶所
有者が所有する複数船舶に乗船し、一括届出の許可を受けていた場合の被担保債
権部分の区別方法について示した事例として意義を有する。
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2 ．商法842条の「船舶」
（ 1 ）　本判決の判断枠組み
　本判決において、平水区域のみを航行する船舶（平水船）は商法842条の「船
舶」には当たらないことから、Y らには船舶先取特権は有しないと判示した。
その根拠として、形式的には、①商法684条 1 項、商法569条、同法施行法122条
及び明治32年逓信省令第20号を挙げる。そして、商法684条 1 項にいう船舶に該
当しなくとも、個別の規定（本件では船舶先取特権の規定）ごとに適用の有無を検
討すべきであるとする Y らの主張に対して、より実質的な根拠として、②最判
昭和59年 3 月27日（以下、「昭和59年判決」という）を参照しつつ、船舶先取特権
を拡大させると船舶抵当権者の利益を害し、ひいては船舶所有者が金融を得るの
を困難にするという点、加えて、③平水区域が比較的静穏な地域であることか
ら、当該区域を航行するのみの船舶に乗船する船員に対して船舶先取特権を認め
る実質的理由がないという点を挙げる。

（ 2 ）　従来の学説及び裁判例における枠組み
　従来の裁判例において、平水船に係る海商法規定の適用が争われた事例とし
て、［ 1 ］東京地判昭和48年 2 月23日判時713号124頁（商法690条（類推適用肯

定））、［ 2 ］東京高判平成 4 年12月10日判例自治108号10頁（船主責任制限法 2 条 1

項 1 号（否定））、［ 3 ］東京高判平成 7 年10月17日判タ907号269頁（船主責任制限

法 2 条 1 項 1 号（否定））があるが、本件は商法842条の船舶先取特権に係る規定の
適用が争われた公刊された事例として初めてのものであると思われる。学説上、
平水船について海商法規定が適用される商法684条 1 項の「航海ノ用ニ供スルモ
ノ」に当たるかについては否定説と肯定説とに分かれている

（１）

。前者は、本判決が
指摘するように、「航海」の意義につき、陸上運送に係る商法569条の「陸上又
ハ湖川、港湾」以外の海上を航行するものであるとし、商法569条の「陸上又ハ
湖川、港湾」の範囲については、商法施行法122条において「湖川、港湾及ヒ沿
岸小航海ノ範囲ハ国土交通省令ヲ以テ之を定ム」と定められ、その国土交通省令
に当たる「商法施行法第122条ノ規定ニ依ル湖川、港湾及沿岸小航海ノ範囲ニ関
スル件」（明治32年逓信省令第20号）があり、その 1 項で「湖川、港湾ノ範囲ハ平
水航路ノ区域ニ依ル」とされ、その上で「平水航路」は、船舶安全法附則37条に
より、平水区域とされている。したがって、本件で問題となっている平水船はあ
くまで陸上運送に関する規定が適用される船舶であって、海上運送に係る規定に
ついては適用が排除されるという形式論から根拠づけられている

（２）

。他方、適用肯
定説は本件における Y らの主張に見られるように、あくまで「航海」の範囲は
社会通念上、「海」とされる区域を航行すればよく、瀬戸内海等平水区域とされ
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ている区域を航行する船舶についても、「航海」とは、あくまで陸上運送と海上
運送とを区別するためのものに過ぎないことから、海商法全体の適用を排斥する
までのものではないとして、平水船についても運送に係る規定以外の規定の適用
を容認する

（３）

。また、原則、平水船について海商法規定は適用されないものの、条
文ごとに適用の可否を検討し、類推適用等を認める見解も存するところである

（４）

。
本判決における判断枠組みは、従来の適用否定説と同様に形式的根拠から、本件
各船舶は船舶先取特権に係る商法842条の「船舶」には該当せず、また、昭和59
年判決を参照しながら、船舶先取特権の趣旨から実質的にも適用が排除されると
して、適用ないしは類推適用もできないとした。従来の裁判例においては、従前
の適用否定説のように、形式論のみで適用を排除した前記［ 3 ］判決もあるが、

［ 1 ］判決及び［ 2 ］判決については、形式論だけではなく、適用法条の趣旨目
的から、適用／類推適用の可否を検討する。例えば、［ 1 ］判決では、平水船に
ついては民法715条を、航海船については商法690条を適用するとなると、法律関
係が繁雑化し、かつ区別する必然性が認められないとして商法690条の類推適用
を肯定している。他方、［ 2 ］判決については、まずは形式論として適用を否定
しつつ、船主責任制限法の趣旨について、船主の責任を軽減する反面、被害者に
不当な不利益をもたらすとの批判もあり、また歴史的沿革の中で責任制限制度を
採用しないことは事実上困難であるという消極的な事情もあって採用されている
という点から拡張解釈は認められないとして、適用を排除している。

（ 3 ）　本判決の根拠
　このような従来の裁判例と比較すると、本判決は形式論として原則として海商
法の適用を排除しつつ、従来の裁判例や学説で検討されているように、適用法条
ごとの実質的な根拠の検討も行っている。そこで、形式的根拠だけではなく、本
判決が述べている平水船につき商法842条の船舶先取特権規定の適用如何に係る
実質的根拠について検討を加える。

〔 1 〕　実質的根拠①の検討
　そもそも従来の学説においても、平水船につき船舶先取特権に関する規定が適
用されるかについて検討されたものはほとんどないように思われる。せいぜい、
一部の論者により、平水船につき船舶先取特権に関する商法842条以下の類推適
用を認める見解が唱えられている程度であったように思われる

（５）

。
　本判決の適用否定の実質的根拠は、前述したように、①船舶先取特権と船舶抵
当権のバランスから船舶先取特権が認められる範囲は厳格にすべきであるという
こと、②平水区域は波風の影響を受けにくい水域であり、そこで働く船員の労働
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債権を保護する必要性が小さいということを挙げている。まず、①の点につい
て、昭和59年判決は、船舶所有者が締結した契約に基づき航海中のわが国の船舶
に燃料油や食料等の補給がされたことによって生じた債権が商法842条 6 号にい
う「航海継続ノ必要ニ因リテ生シタル債権」に当たるかが争われた事案におい
て、傍論として船舶先取特権規定の解釈の厳格性について述べたものである。し
かしながら、傍論であることをひとまず措くとしても、この根拠を用いたことに
ついては、多少の疑問がある。というのも、形式論として、海商法規定が適用さ
れない船舶であるということを前提とするならば、そもそも船舶抵当権すら設定
できない可能性があるからである。また、昭和59年判決の一般論は、あくまで船
舶先取特権の被担保債権の範囲を画するための根拠となるものであって、船舶先
取特権の対象となる船舶の概念までをも画するものではないと考えられるからで
ある。前者について詳言すると、本判決が述べるような、形式論として平水船に
ついて海商法規定の適用が原則として否定されるのであれば、船舶所有権に関す
る登記の設定も実体法の問題としてできず（商法686条参照）、そうであるならば、
非登記船となる以上、船舶抵当権の設定もできないことから（商法848条参照）、
そもそも船舶先取特権者と船舶抵当権者の利害対立という状況は生じない。つま
り、昭和59年判決の一般論は、少なくとも船舶抵当権と船舶先取特権が両立する
可能性がある場合に、船舶先取特権の被担保債権の範囲を画するものになり得る
ものにすぎず、船舶抵当権も設定し得ない場合には、このような基準は用い得な
いものと考えられる。従来の学説においても、船舶先取特権に関する規定が平水
船についても類推適用されるとする立場は、船舶抵当権が認められることを理由
に挙げている

（６）

。
　ただ、このような考え方に対しては、以下のような反論も考えられ得る。も
し、本判決や伝統的通説のように形式論を貫いた場合、確かに、平水船について
は本来的には、船舶登記することができないため、商法848条 1 項により船舶抵
当権を設定することはできない。また、船舶登記手続について規定する船舶登記
令（以下、令という。）の船舶は「総トン数二十トン以上の船舶（端舟その他ろかい

のみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。）であって、航
海の用に供するものをいう。〔傍線は筆者〕」（令 2 条 1 号）とし、商法上の船舶概
念と平仄を合わせている。ところが、実際には、船舶登記手続をするに当たり、
登記事項（令11条）、申請情報（令12条）及び添付情報（令13条）においては航行
区域に関する事項の記載や情報提供が求められていない。そうすると、海商法上
の船舶ではない船舶は、実体法上船舶登記できないようにも思われる一方

（７）

、現実
には登記されてしまう可能性は充分あり得るものと思われる（更には、船舶抵当

権の登記も設定される可能性もある
（８）

）。確かに、物権法定主義（民法175条）との関
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係から、法文上、船舶抵当権の対象とはなり得ない船舶について、船舶抵当権を
認めることはできないように思われるが、登記のような公示制度があるならば、
当事者間の合意により、これを認める余地がないわけではないのかもしれない。
したがって、本判決が述べるように、船舶抵当権が成立する可能性がないわけで
はない以上、このような根拠も妥当する可能性があるのではないか、という反論
である。
　しかしながら、いずれにせよ本判決の実質的根拠①は、あくまで船舶先取特権
と船舶抵当権が両方成立し得る場面において、船舶抵当権者と船舶先取特権との
バランスに関する一般論であることに鑑みれば、たとえ、上述したような迂遠な
解釈により船舶抵当権は成立し得ると考えたとしても、公示制度のない船舶先取
特権は成立し得ないと考えるのであれば、結局は、船舶先取特権と船舶抵当権の
バランスを考える必要はない以上、やはり妥当な根拠とはいえない。その意味
で、本判決の実質的根拠①は妥当性を欠くように思われる。

〔 2 〕　実質的根拠②の検討
　次に、実質的根拠②である平水区域における船員労働の保護の観点はどうか。
これはおそらく当事者の主張に応答するような形で述べられたものであると思わ
れるが、結論から述べれば、船舶先取特権の成立と平水区域の危険性は基本的に
は無関係であるように思われる。確かに、船員労働債権を被担保債権とする船舶
先取特権が認められる趣旨は、後述するように、船員保護という社会的・公益的
目的であるともされているものの、他方で、船舶の維持のために必要な労務の提
供に対するものであるとの趣旨が認められるとされていることに鑑みれば、船員
労働の危険性を根拠にすることには違和感を覚える。加えて、もし、実質的根拠
②のような船員労働債権に対して船舶先取特権の成立如何は船員労働の危険性の
程度によって画するという考えが妥当するとして、本件で問題となっている平水
区域について、外洋に比して波風が穏やかであるといえたとしても、本件のよう
に、瀬戸内海は狭い水道等（音戸の瀬戸、明石海峡や来島海峡等）が多く、船舶が
輻輳する海域であって、船舶衝突の危険性は決して小さくはないように思われ
る

（９）

。そうすると、必ずしも、平水区域は安全であり、船員労働の危険性は小さ
い、とはいえない。そもそも平水区域の危険性が外洋よりも小さいという指摘が
妥当するのは、船員労働の危険性というより、専ら船舶の安全性という観点であ
る

（10）

。したがって、平水区域の特徴から船員労働の危険性が他の水域に比して小さ
いことを船舶先取特権の成否の根拠にすることはできないように思われる。



234　　早法 93 巻 1 号（2017）

（ 4 ）　本判決の位置づけと妥当性
　そうすると、本判決が述べる実質的根拠①及び②いずれも妥当とはいいがた
く、結局、船舶先取特権に係る規定が適用される船舶ではないとする結論は、形
式的根拠である、平水船は商法684条 1 項の航海船ではないという点からのみ導
き出されるように思われる。
　一般に、「湖川、港湾」に平水区域を含むことから、平水船による運送は、陸
上運送と位置づけられることから、平水船につき海商法規定は適用されないとす
る立場からも、例えば、船舶衝突のようなケースについては適用／類推適用ない
しは準用を認める立場も少なくない

（11）

。ところが、判例は、前述した下級審裁判例
である［ 1 ］判決等を除けば、大審院以来、一貫して商法適用船舶と商法不適用
船舶との衝突した場合については商法797条を適用してこなかった

（12）

。したがって、
判例は、商法適用船舶と不適用船舶との衝突といった法律関係の複雑化をもたら
すような場合であったとしても、あくまで形式論で海商法の適用を否定してきた
ようにも思われる。したがって、本判決は、そのような裁判所の解釈態度を表す
一事例として位置づけられる。
　しかしながら、このような解釈態度が妥当であるかは疑問である。従来の学説
が指摘するように、あくまで平水区域の規定は船舶の安全航行を確保する見地か
ら行政取締法規により定められたものであり、商法は陸上運送と海上運送を区別
するために便宜的にこれに従ったに過ぎない

（13）

。そもそも「湖川、港湾」の定義に
ついて、商法施行法122条及び逓信省令において定められていたのは、あくまで
商法制定当時、航海業や海上保険業が充分に発展しておらず、航海の範囲につい
て確たる慣習（海員社会の観念）が成立していないためであり、単に形式的に定
めたに過ぎないのである。そのことに鑑みれば

（14）

、現在では、社会通念上、平水区
域が海上であるという慣習（海員社会の観念）があるように思われ

（15）

、上記のよう
な形式論に拘泥する必要はないものとも考えられる（加えて、立法当時と比べ、平

水区域が大幅に拡張しているという実態も無視し得ない
（16）

）。また、たとえ、陸上運送
及び海上運送を画する基準としての形式として上記のような形式論に与するとし
ても、直接運送に係わる規定ではない船舶先取特権については別の概念で考える
ことができるように思われる

（17）

。結局、単に平水船であることを理由に商法842条
の適用を排除した点は妥当ではなく、また、航行区域が担保物権の成否の基準と
なることの不合理性から、たとえ形式論に拘泥したとしても、少なくとも類推適
用しうるものと考えられる

（18）

。
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3 ．船舶先取特権の被担保債権としての船員労働債権の範囲
（ 1 ）　本判決における判断枠組み
　次に、被担保債権としての船員労働債権の範囲については、従来から、特に
X と Y らが所属する海員組合との間で鋭く対立している争点であり、いくつか
の裁判例において争われている。
　本判決における判断枠組みを確認すると、①商法842条 7 号にいう「雇傭契約」
はあくまで民法における雇用契約と同義であり、船員法等における「雇入契約」
ではないとし、②退職金は賃金の後払い的性格であることを前提に、退職金債権
は「雇傭契約」から生じる債権であるとしつつ、③それは船舶への乗船・航海に
関する部分に限定され、乗船・航海の中でも先取特権の目的物となる特定の船舶
に関する部分に限定されるとした。

（ 2 ）　検討
〔 1 〕　従来の裁判例
　本判決は、上記のような判断枠組みを採用したが、他方で、従来の裁判例にお
いてはどのように考えられてきたのだろうか。ひとまず退職金債権に限定して確
認しておく。従来の裁判例は、船員労働債権に対する船舶先取特権の趣旨を述べ
た上で、被担保債権の範囲を考えているように思われる。すなわち、［ 1 ］福岡
高判昭和52年 7 月 7 日下民集28巻 5 〜 8 号775頁は、「船舶に乗り組んだ船長その
他の船員の労務により当該船舶が航海中保全されるが故に、また危険な航海上の
労務に服することによってのみ生計を維持している船長その他の船員及びその家
族の保護を図ろうとする社会政策的見地に基づいて認められたもの」、［ 3 ］福岡
高判昭和58年 9 月28日判時1109号130頁は「自らの生計を維持する労働者及びそ
の家族の生活を保護するという社会政策上の配慮……のほかに、船員の労務によ
り当該船舶が総債権者のため維持保存されたものであり、船員債権があってはじ
めて他の債権者の弁済が可能になるという点にもある」とか

（19）

、［ 4 ］神戸地判平
成15年 2 月24日裁判所ウェブサイトも「船舶の保存・維持は、船舶に乗り組んだ
船長その他船員の労務による所が極めて大きいことや、危険な乗船労務によって
のみ生計を維持する船員の家族の保護という社会政策的見地から認められたも
の」と指摘されるように、船員（及び家族）の保護という社会政策的見地及び、
船員労働による当該船舶の保全が図られるという点の 2 点がその趣旨と考えられ
ている。しかし、少数ではあるものの、［ 2 ］大阪高判昭和52年10月28日下民集
9 〜12号195頁は「船舶の人的機関を構成する船員ら……の保護という社会政策

上の考慮を主たる理由として、その雇傭契約に因りて取得した債権につき、当該
船舶などを担保物として法定し、もって保護の実を挙げんとするにある」とし
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て、専ら船員保護という社会政策的見地のみに言及するものもある。基本的に
は、従来の裁判例は、これらの趣旨から船員労働債権の範囲を考察していると考
えられる。つまり、船員保護という社会政策的見地のみに言及する［ 2 ］判決
は、当該債権につき「船員らにつき雇傭契約に因りて生じたすべての債権が、そ
の被担保債権になると解しなければならない」と述べる一方、［ 1 ］判決は、社
会政策的見地だけではなく、船舶の保全が図られているという点に鑑み、船舶へ
の「乗組労働（雇入契約）と対価関係を有する限度において、広く雇傭契約上の
債権をも含むと解」しつつ、「一定の期間の雇傭（入社在籍）を基礎に算出支給さ
れる給料並びに各種手当及び退職金などの給料以外の報酬については、その対象
在籍期間に対する乗組期間の割合に応じた限度で、雇入契約により生ずる債権と
して先取特権の保護を受けるべき」と述べて

（20）（21）

いる。そうすると、本判決の特徴
は、従来のような船員労働債権に係る船舶先取特権の趣旨に言及することをほと
んどせず、第一に、商法842条 7 号の「雇傭契約」が「雇入契約」と同義か否か
について、「雇傭契約」≠「雇入契約」としつつ、第二に、それを踏まえた上で、
乗船・航海部分に限定すると述べている点に表れている。つまり、従来の裁判例
においては、例外はあるものの、船員労働債権に係る船舶先取特権の趣旨から

「雇傭契約」を「雇入契約」として解釈するか否かを考察していたのに対し、本
判決は、従来から述べられているような趣旨からではなく、雇入契約ではなく、
雇傭契約から生じる債権であるとする一方、目的物である船舶との牽連性から乗
組・航海に部分に限定した点が従来の裁判例とは異なっているように読める。こ
の部分の判旨は、退職金債権が「雇傭契約」により生じるものであり、「雇入契
約」によって生じないという X の主張に応答する形になっている。しかし、雇
用契約も雇入契約もいずれも労務提供契約であるという点では共通しており

（22）

、い
ずれも退職金請求権の発生根拠となり得るものと考えられる

（23）

。したがって、商法
842条 7 号の「雇傭契約」が「雇入契約」と異なるものであるか否かというのは
さほど重要なことではないように思われる（もちろん、本号の債権を当該船舶の関

係にのみ限定しようとするアプローチとしての意義を有することになる
（24）

）。

〔 2 〕　退職金債権の性質と船舶先取特権
　次に、退職金債権については賃金の後払い的性格から本号に基づく船舶先取特
権が認められるということについては、その範囲については争いがあるものの、
大方、従来の裁判例は一致している。本判決においても、雇用契約から生じる債
権か雇入契約によって生じる債権かという枠組みを除けば、「退職金債権等が賃
金の後払いとしての性質を有することは否定し難い」として退職金債権を被担保
債権として認める。この点、従来、賃金の労務対償性という観点から、退職金が
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労務対償性を有する賃金に当たるか否かという点が問題とされ、退職金が賃金で
はなく任意的恩恵的給付なのか、それとも労基法11条にいう賃金に当たるのかが
争われてきたが

（25）

、最判昭和43年 5 月28日判時519号89頁及び最判昭和44年 9 月 2
日民集23巻 9 号1641頁はいずれも労働協約等でそれを支給することやその支給基
準が定められており、使用者に支払義務がある退職金については賃金の後払い的
性格を有するとし、通説も基本的に同様に解してきた

（26）

。そうすると、このような
退職金債権については、退職を条件として発生し、その金額の算出に当たり雇傭
契約の存続期間（在社期間）を一つの基準とするものであり、船舶への乗組期間
中に支払われるべきものでもなければ、乗組みに関連して生ずるものでもなく、
一般的な雇傭契約関係の特定期間の存続を前提として生ずるものであるとして、
被担保債権として全く認めない立場もあるが

（27）

、当該船舶への乗り組み、労務を提
供することによって生じる賃金の後払い的性質を有すると考えるのであれば、本
号の被担保債権に含まれると解することになろう

（28）

。少なくとも、退職金が賃金の
後払い的性質を有する給付であるという判例ドグマを覆さない限り、退職金債権
が本号の被担保債権に含まれないと解するのは困難であるように思われる。ただ
し、従来の退職金の法的性質論においては、前述したように「労働協約等でそれ
を支給することやその支給基準が定められており、使用者に支払義務がある退職
金」については賃金の後払い的性質を有するものの、他方で、それを支給するか
否か、いかなる基準で支給するかが専ら使用者の裁量に委ねられているような場
合

（29）

や、退職金・退職年金が社外機関に積み立てられ、これらの期間から退職労働
者に支払われる場合

（30）

には賃金たる性質を有しないとされる可能性があることか
ら、労働協約等において、どのような形で退職金規程が定められているかという
点も重要となることに注意が必要で

（31）（32）

ある。

〔 3 〕　退職金債権の範囲
　では、退職金債権がすべて被担保債権として認められるかが問題となる。この
点、前述したように、従来の裁判例では本号の趣旨について、社会政策的見地だ
けではなく、当該船舶の保全等という観点を加味して、乗組期間に応じて船舶先
取特権が認められるとするものがある。本判決は、一般論として制度趣旨につい
てはほとんど言及してはいないが、被担保債権と目的物である船舶との牽連性と
いう観点からほぼ同様の理由を述べている。X の主張に対する応答と考えれば、
その内容は従来の裁判例で述べているところとさほど変わらないものと思われ
る。確かに、本号の船舶先取特権の趣旨については、多くの体系書等において、
社会政策的（公益的）見地から認められるものとの趣旨が述べられてきた

（33）

。しか
し、もともとロエスレル草案では、船員労働債権を優遇することの趣旨につき、
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「海員ノ職業ヲ寵遇シ且其勤務ノ缺ク可ラサル性質ヨリ生スルモノ」であること
を根拠とし

（34）

、また、船員等の労務により「船舶が安全なりしものを見るべき理由
ある

（35）

」という指摘もなされてきた
（36）

。このような趣旨に鑑みれば、本判決が述べる
ような牽連性という表現を用いるか否かは別としても、退職金債権のすべてが被
担保債権となるのではなく、船舶への乗船ないし航海に関する部分に限定される
という点は首肯しうる。

〔 4 〕商法847条 1 項との関係
　ところで、本判決では触れられていないが、前掲［ 1 ］判決のように、過去 1
年以内に雇止となった当該船舶への乗組みの限度で退職金債権が認められるとい
う点についても付言する。X はこの点、あくまで商法842条 7 号の「雇傭契約」
は「雇入契約」と解した上で、退職金債権は雇入契約により生じるものではない
ことから、全額被担保債権に含まれないと主張していることから、取り上げられ
ていない。確かに、［ 1 ］判決のように、商法847条 1 項の趣旨から、過去 1 年以
内に雇止めとなった場合となった船舶への乗組みの限度で退職金債権が認められ
るとする見解も有力に唱えられている

（37）

。すなわち、退職金債権は毎年の勤続によ
って既に発生しており、その支払いが退職時まで猶予されていると解すれば、商
法847条 1 項により、労務提供によりその都度退職金債権は発生しつつ、発生か
ら 1 年を経過すれば消滅すると解することができように思われる。しかしなが
ら、一般に判例

（38）

及び通説
（39）

が、退職金債権は退職時に確定的に発生すると考えてい
ることからすると、商法847条 1 項に基づき過去 1 年以内の雇止めに限定すると
いう立場は、理論的に難があるように思われる。

4 ．一括届出（複数船舶への乗組み）と船舶先取特権
　最後に、本判決は、船員が本件各船舶 2 隻へ配乗していたことから、それら船
舶毎に具体的に乗船ないし航海を行ったことを明らかにする必要があると述べ
る。本来であれば、船員は特定の船舶への乗船についての雇入契約を国土交通大
臣に届け出ることとされており（船員法37条、船員法施行規則18条）、それは通常
船舶毎に行われる。ところが、船員の乗組みを同一船舶所有者に属する航海の態
様が類似し、かつ、船員の労働条件が同等である二以上の船舶相互の間において
変更させる必要がある場合において、船舶所有者が所轄地方運輸局長の一括届出
の許可を受けたときは、当該許可に係る船舶に乗り組む船員の雇入契約は、これ
らの船舶のすべてについて存するものとして、当該雇入契約の成立等の届出が認
められている（船員法施行規則22条）。これを一括届出の許可という。これは、複
数の船舶に乗り組む船員について、いちいち変更の届出をすることが煩わしいこ
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とから、認められる制度である
（40）

。このような場合に、船舶先取特権の被担保債権
はどのように算定すべきかが問題となる。この点は、従来の裁判例及び学説にお
いてほとんど議論がなされていないが、本判決が述べるように、あくまで当該船
舶への乗り組みによって生じる債権であることを前提とすると、Y らそれぞれ
について、船舶ごとに、具体的に乗船ないし航海を行ったことを明らかにする必
要があるように思われる。確かに、算定は困難であるように思われるが、例え
ば、一括届出の許可においては、海技士国家試験及び小型船舶操縦士国家試験に
必要な事項（船員の乗り組んだ船舶の名称、総トン数、航行区域又は従業制限および

従業区域、船舶ごとの乗船期間並びにそれらの船舶において従事した職務）について
船舶所有者が記録し、15年保存しなければならないとされていることから

（41）

、実際
の裁判においては、このような記録を用いることも考えられるのではないか。
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（30）　前掲註23・荒木126頁。
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（41）　「一括届出の許可に関する事務の取扱いについて」昭和42年 1 月12日員基第 3 号Ⅳ　許可
に附すべき附款 5 。


